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令和５年函審第１３号 

裁    決 

貨物船Ａ岸壁衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ二等航海士 

海技免許 四級海技士（航海）（履歴限定） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官西村勇二出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａ１を戒告する。 

受審人ａ２を戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年３月１日０１時３９分半少し過ぎ 

 北海道室蘭港 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 貨物船Ａ 
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  総 ト ン 数 ４９９トン 

  全 長 ７６.０９メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関    

   出 力 １,３２３キロワット    

３ 事実の経過 

(1) 設備等 

Ａは、平成２５年４月に進水した、３層の甲板室の最上層に操舵

室を配し、甲板室前方の上甲板下に貨物倉１個を設け、バウスラス

タ及び１機１軸の固定ピッチプロペラを装備する、船首端から約 

６０メートル後方に甲板室前面が位置する船尾船橋型の貨物船で、

操舵室前部には、中央に操舵装置、右舷側に機関遠隔操縦装置、左

舷側にレーダー２台及びＧＰＳプロッターをそれぞれ備えたコンソ

ールが設置されていた。 

(2) 本件時の運航状況 

Ａは、室蘭港の日本製鉄ふ頭１３号全天候岸壁（以下「１３号岸

壁」という。）に係船して鋼材１,６００トンを積載することとな

り、令和５年２月２７日１８時４０分同港に設けられた西２号ふ頭

３号岸壁（以下「３号岸壁」という。）に着岸し、１３号岸壁への

シフトに備えて待機した。 

 (3) １３号岸壁の状況等 

 室蘭港は、北海道南西部の内浦湾東側に位置する、北西方に開い

た港口から約４海里東方に湾入する商工業港で、港口付近に南外防

波堤及び北外防波堤、港内中央部に南防波堤及び北防波堤が設けら

れており、大黒島西北西方から前示各防波堤が形成する各開口部を

経由して東方の港奥付近に至る航路（以下「室蘭航路」という。）

が設けられていた。 
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室蘭航路東方の前示港奥は、製鉄所が所在する南北両造成地（以

下、個別には「南側造成地」及び「北側造成地」という。）に挟ま

れた、幅約５００メートル奥行き約１海里の東西方に伸びる横長の

水域で、南側造成地北西端の東方１,４００メートル付近に１３号

岸壁が区画され、港奥東岸に設けられた室蘭港日本製鉄第２号導灯

（前灯）及び同導灯（後灯）が示す０７９度（真方位、以下同

じ。）の指導線が、１３号岸壁等南側造成地北岸に区画された各岸

壁に向かう船舶に進入針路を示していた。 

 (4) 針路法 

３号岸壁は、南側造成地北西端の南西方１,３００メートル付近

に設けられており、ａ１受審人は、待機を終えて同岸壁を離れた後、

北側造成地に向首して約１,２００メートル北上し、同造成地の手

前４００メートル付近で針路を右方に転じ、０７９度の指導線の約

１００メートル北側を同線と平行に東行して１３号岸壁沖合に向か

うこととした。 

(5) ａ１受審人の経歴等 

（省略） 

(6) ａ２受審人の経歴等 

（省略） 

(7) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ１、ａ２両受審人ほか３人が乗り組み、ａ１受審人が操

船に当たり、一等航海士及びａ２受審人が船首、機関長及び一等機

関士が船尾にそれぞれ配置され、空船のまま、船首１.８メートル

船尾３.５メートルの喫水をもって、令和５年３月１日０１時３０

分３号岸壁を離れ、１３号岸壁に向かった。 

ａ１受審人は、慣れた水域であったうえ、視界が良好であったこ
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とから、レーダーをスタンバイに、ＧＰＳプロッターを遠距離表示

とし、０１時３２分半少し前室蘭港日本製鉄ふとう灯台（以下「ふ

とう灯台」という。）から２３０度９００メートルの地点で、針路

を０２８度に定め、７.９ノットの速力（対地速力、以下同じ。）

で、手動操舵により進行した。 

ａ１受審人は、定針して間もなく便意を催し、自身の休暇時に船

長職を執る一等航海士を呼び出したものの昇橋しなかったので、職

位を問わずに乗組員を呼び出したところ、ａ２受審人がこれに応じ

て昇橋したので、用便のため、同人に短時間操船を委ねることとし、

０１時３３分ふとう灯台から２３５度７５０メートルの地点で、便

所に行くことのみをａ２受審人に告げて降橋した。 

このとき、ａ１受審人は、転針予定地点まで約７００メートルと

なっていたが、ａ２受審人が船首配置に就いて港内事情を把握して

いるうえ、短時間なので状況を伝えるまでもないと思い、転針予定

地点までの距離を伝えるなど、同受審人に対し、引き継ぎを適切に

行わなかった。  

一方、ａ２受審人は、操船を引き継ぐに当たり、やがて針路を右

方に転じることを知っていたが、ａ１受審人が昇橋して針路を転じ

るまで保針すればよいと思い、転針予定地点までの距離を同人に問

うたり、自身でＧＰＳプロッターを操作したりするなど、船位の確

認を十分に行うことなく操船に当たった。 

こうして、ａ２受審人は、転針予定地点に至ったことにも、北側

造成地に向首進行していることにも気付かないまま同じ針路で進行

し、０１時３７分僅か前ふとう灯台から３４０度４７０メートルの

地点で、北側造成地南岸を視認して機関を全速力後進にかけたもの

の、及ばず、０１時３９分半少し過ぎふとう灯台から３５３.５度
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５６０メートルの地点において、Ａは、０５０度に向首し、速力が

１.５ノットになったとき、船首部が北側造成地南岸に区画された

日本製鉄埠頭Ｃ護岸（以下「Ｃ岸壁」という。）に衝突した。 

当時、天候は曇りで風力４の西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期

にあたり、視界は良好であった。 

ａ１受審人は、衝撃を感じ、昇橋して事後の措置に当たった。 

衝突の結果、Ａは、球状船首に破口を伴う凹損を生じたが、仮修

理施工後、臨時検査を受けて運航を再開し、Ｃ岸壁は、上縁部が損

壊した。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件岸壁衝突は、夜間、室蘭港において、３号岸壁から１３号岸壁に

向かう際、船位の確認が不十分で、北側造成地に向首進行したことによ

って発生したものである。 

運航が適切でなかったのは、船長が、用便のため、二等航海士に短時

間操船を委ねて降橋する際、同航海士に対し、引き継ぎを適切に行わな

かったことと、二等航海士が、操船を引き継ぐ際、船位の確認を十分に

行わなかったこととによるものである。 

ａ１受審人は、夜間、室蘭港において、３号岸壁から１３号岸壁に向

かって航行中、用便のため、二等航海士に短時間操船を委ねて降橋する

場合、北側造成地手前で転針できるよう、転針予定地点までの距離を伝

えるなど、同航海士に対し、引き継ぎを適切に行うべき注意義務があっ

た。しかるに、同受審人は、二等航海士が船首配置に就いて港内事情を

把握しているうえ、短時間なので状況を伝えるまでもないと思い、同航

海士に対し、引き継ぎを適切に行わなかった職務上の過失により、北側

造成地に向首進行して同造成地南岸に区画されたＣ岸壁に衝突する事態
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を招き、船体及び同岸壁を損傷させるに至った。 

以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

ａ２受審人は、夜間、室蘭港において、３号岸壁から１３号岸壁に向

かって航行中、船長から操船を引き継ぐ場合、やがて針路を右方に転じ

ることを知っていたのだから、転針予定地点までの距離を船長に問うた

り、自身でＧＰＳプロッターを操作したりするなど、船位の確認を十分

に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、船長が昇橋して

針路を転じるまで保針すればよいと思い、船位の確認を十分に行わなか

った職務上の過失により、同地点に至ったことにも、北側造成地に向首

進行していることにも気付かないまま同じ針路で進行して同造成地南岸

に区画されたＣ岸壁に衝突する事態を招き、船体及び同岸壁を損傷させ

るに至った。 

以上のａ２受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。    

 

令和５年１２月１９日 

     函館地方海難審判所 

          審 判 官  濱  田  真  人 


